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泣いてたまるか 第２０号 
 ２０１４･９･吉日 

ユニオンネット・埼玉、第 7回大会終わる！ 
   ――安倍の暴走！さらなる団結で止めよう！―― 

－１－ 

記念講演・早田弁護士の「労働法制問題」 

法廷の傍聴席につくことができたはずだ。 

１５：００に法廷が開廷され、裁判官から判

決文が読み上げられる。外の正門前では、カメ

ラを構えた新聞カメラマンたちが、今か今かと

青年弁護士の来るのを待ち構えている。１５：

１０頃に一人の男性が白い生地に書かれた巻

紙を開いて小走りに走ってくるのが見えた。

「不当判決」と書かれた、四文字が目に飛び込

んできました。とっさにデジカメのシャッター

を切りました。車道に止まっている宣伝カーか

ら怒りの抗議が発せられていました。 

待ち望んでいた人々の口から、「 

 

 ８月 10 日（日）、この日は第 7 回ユニオ

ンネット・埼玉の定期大会が、与野にある下

落合コミュニティ―センターにおいて開催

され、組合員・来賓を含めて 21 名が参加さ

れました。定期大会が始まる前に、問題提起

の講演を、早田弁護士によって「労働法制の

改悪」というテーマで、40 分行われました。

来賓には、全労協議長の金沢さんをはじめ、

JAL 争議団の鈴木さん、全労済の田畑さん

からお祝いと激励の挨拶をいただきました。

又、大会に対してメッセージが、新社会党・

松枝委員長、茨城ユニオン・小林委員長、神

奈川ワーカーズユニオン・高久委員長、千代

田ユニオンの岩本委員長・毛利さん、群馬の

ユニオン絆からも激励のメッセージが寄せ

られました。今回の大会に、ユニオンに加入

するために川越の山本さんが参加してくれ

ました。新しい仲間がまた 1 名増えること

になりました。今後の活躍が期待されます。

今大会では、組合員の脱退手続きの 

 

 
 

１５：００に法廷が開廷され、裁判官から判

決文が読み上げられる。外の正門前では、カメ

ラを構えた新聞カメラマンたちが、今か今かと

青年弁護士の来るのを待ち構えている。１５：

１０頃に一人の男性が白い生地に書かれた巻

紙を開いて小走りに走ってくるのが見えた。

「不当判決」と書かれた、四文字が目に飛び込

んできました。とっさにデジカメのシャッター

を切りました。車道に止まっている宣伝カーか

ら怒りの抗議が発せられていました。 

待ち望んでいた人々の口から、「 

今大会では、組合員の脱退の在り方、争議が

解決した場合の取り扱い、当面の取り扱いとし

て大会参加の組合員への交通費支給について

の規約新設などの提案がなされれましたが、交

通費を除く、組合脱退の手続きについては、第

1 回の執行委員会で、組合費の長期滞納者につ

いての組合員に対しては、本人の意思を確認す

るため、本人に対して、説明書・脱退届、を送

付し、本人が辞める意思がある場合は、届を出

していただき、組合費の滞納分は、本人と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡を取り合って、双方が確認できた額を振り

込みをしていただくことになります。 

この手続きが履行されない場合には、除籍処

分になると伝えます。又、争議が解決した場合

の取り扱いは、俗に解決金といわれています

が、法的にも成功報酬的な意味合いがあり、解

決金として徴収することは問題があり、規約に

は、争議資金に使用するため 1 割のあくまで

カンパをお願いする。と明記しました。 

 

 

全労協・金沢議長の情勢と激励の挨拶！ 



  

 

 

◆組合員の H さん、6 月に雇用保険も切れ、内

心焦っていたが、新聞広告での就職情報チラシを

見ては、応募し運送店の仕分けの仕事、運転士か

ら小言を言われ、1 日で退職、中古車の洗浄作業

真夏の炎天下の作業で、3 日で辞める。今度はハ

ローワークの紹介で、ある企業のお惣菜専門の子

会社にアルバイトに行って 4 日目を迎えたが、

当初の条件と違う職種に変更され、「経験はなく

てもいいから」といわれたので来てみれば、餃子

を焼く仕事で、慣れないので 2・3 個の失敗をす

れば、小言を言われ、これでは勤まらないと辞め

てしまった。この繰り返しが彼の状況です。 

 彼は「ハローワークは、いい加減なところです。 

本当に、障害者雇用を真剣に考えているとは思え

ません」と言います。彼の友人がやはり障害者年

金を支給されたが、アルバイトをやったことで、

8 万の障害年金がストップされて、アルバイト生

活をやめられないでいると聞いたので、「自分も

アルバイトをやめて、障害年金だけで生活してい

くことにしようと考えている」という返事もされ

ました。これでは、企業の障害者雇用率の向上 

が１・８％から２・０％にしたとしても、持続的

な長期雇用が求められているが、現場では、せい

ぜい1か月から長くて3カ月という短期雇用で、

お茶を濁しているのが現実の姿です。 

 

 

9 月 11 日（木）18：00 執行委員会・パルコ 9 階 

9 月 24 日（水）18：00 久喜駅前宣伝行動 

9 月 28 日（日）10：00 久喜事務所・電話相談 

9 月 21・22（日月）全労協大会・熱海ニューフ

ジヤホテル。 

10 月 17 日（金）18：00 執行委員会パルコ 9 階 

10 月 22 日（水）18：00 一斉労働相談・久喜駅 

10 月 24 日（金）18：00 一斉労働相談・川越駅

11 月 14 日（金）18：00 執行委員会パルコ 9 階

11 月 15 日（土）10：00 ユニオン党員協総会 

11 月 2 日（日）10：00 一斉労働相談・県本部 
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◆第１回執行委員会おいて、大会のみの参加

者に対する交通費の支給に続き、今度は、交

通費ということではなく、活動に参加した場

合、行動費として、県内の場合は日当 300

円、県外の場合は、日当 500 円、秩父の場

合は、県内 600 円、県外 800 円を、9 月か

ら支給することになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆川越支部からのご要請もあり、UNS では、

9 月から 10 月にかけ支部に対して、支部会

議の開催時に、当該党員に対して、ユニオン

への加入について呼び掛けるオルグを開始

することが、第 1 回の執行委員会において確

認され、動き始めました。当初、9 月 25 日

に支部会議があることが分かりましたが、渋

谷委員長が別の会議と重なり，9 月 13 日の

党学校で、次回の支部会議に合わせて設定す

るように、日程調整を行うことにしました。 

 

 

 

障害者の就活と職場の対応 

2015年 2 月 1 日 12：00 旗びらき・久喜道合

会館 

9月から役員・組合員の活動に行動費！ 

UNSの当面の日程 
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JAL争議団の鈴木さん、不当判決を訴える！ 

 
今大会で、UNSに加入した山本さん！ 


